
公  開 

 

令和４年度第４回富山地方最低賃金審議会 

 会 議 次 第 

 

 

令和４年８月 23 日（火） 

富山労働総合庁舎大会議室 

 

 

議  事 

 

１ 富山県最低賃金の改正決定に対する異議申出について 

２ 特定最低賃金の改正決定の必要性の有無について 

３ 特定最低賃金の金額の改正決定について（諮問） 

４ 特定最低賃金審議運営事項について 

５ その他 

 

 

資  料 

 

№１ 富山地方最低賃金審議会の意見に対する異議申出書（写） 

№２ 特定最低賃金改正決定の必要性の有無について（報告）（写） 

№３ 特定最低賃金審議運営事項（案） 

№４ 参考人意見表明書（様式） 

№５ 特定最低賃金専門部会運営規程（案） 











（写）        資料№２  公 開 

富最賃特小第２号 

令和４年８月５日 

 

 

富山地方最低賃金審議会 

会 長  長 尾  治 明 殿 

 

 

富 山 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 

特別小委員会委員長 長尾 治明 

 

 

特定最低賃金改正決定の必要性の有無について（報告） 

 

 最低賃金法第 15条の規定に基づき、令和４年度における改正決定の申出があった下記

１の特定最低賃金の取扱いについて、本小委員会は、慎重に審議した結果、公労使三者

の全会一致により、改正決定の必要性を認めるとの結論に達したので報告する。 

 なお、本小委員会での審議に当たった委員は、下記２のとおりである。 

 

記 

 

 １ 改正決定の申出があった特定最低賃金 

（１）富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金

属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同附属品製造業最低賃金 

（２）富山県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造

業最低賃金 

（３）富山県百貨店，総合スーパー最低賃金 

 

 ２ 審議に当たった委員 

公 益 代 表 委 員 ◎ 長 尾 治 明 ○ 柳 原 佐智子 両 角 良 子 

労働者代表委員  中 野 時 夫  森 川 幸 夫 石 垣 敦 浩 

使用者代表委員  寺 山  収  江 下  修 八 田 正 人 

◎は委員長、○は委員長代理を示す。 



資料№３ 公 開 

（案） 

特定最低賃金審議運営事項 

 

令和４年８月○○日 

富山地方最低賃金審議会 

 

 令和４年度における特定最低賃金の決定、改正決定又は廃止決定の審議については、

下記のとおり行うものとする。 

記 

（専門部会の構成、運営） 

１ 最低賃金法第 25条第２項の規定に基づく、特定最低賃金の決定又は改正決定に係る

専門部会（以下「専門部会」という。）の構成及び運営は次のとおりとする。 

 （１）専門部会の委員は、公労使それぞれ３人とする。 

  なお、労使各側委員にあっては、各３人のうち原則として少なくとも各２人は、

本審議対象業種に直接関係する労働者又は使用者（団体の場合は、その構成員の

相当数が当該業種に関係するものの役員等であること）とする。 

 （２）専門部会の審議回数は、３回を目安とする。 

 （３）専門部会は、初回において次回以降の審議開催日時を調整する。 

 （４）専門部会の審議は、原則として午後５時以降は行わない。 

 

（参考人からの意見聴取等） 

２ 参考人からの意見聴取等については、次のとおりとする。 

 （１）参考人は、労使それぞれ５人以内とする。 

 （２）参考人は、すべて意見書を提出するものとする。 

 なお、専門部会が必要と認めた場合には、直接参考人から意見聴取を行うこと

ができるものとする。 

 （３）専門部会は、必要に応じて実地調査を行うことができるものとする。 

 

（最低賃金審議会令第６条第５項の適用） 

３（１）特定最低賃金の決定に係る審議の場合は、最低賃金審議会令第６条第５項の規

定は適用しない。 

（２）特定最低賃金の改正決定に係る審議の場合は、専門部会が全会一致で議決した

場合に限り最低賃金審議会令第６条第５項の規定を適用し、専門部会の決議をも

って富山地方最低賃金審議会の決議とする。 

 

（諸手当の取扱い） 

４ 最低賃金法第４条第３項第３号に規定する賃金は、「精皆勤手当」、「通勤手当」及び

「家族手当」とし、本最低賃金には算入しないものとする。 

 



（緊急やむを得ない場合の運用） 

５ 富山地方最低賃金審議会特定最低賃金専門部会運営規程第２条第３項の「緊急やむ

を得ない場合」の運用については、各側の意見を聴いて部会長が判断するものとする。 

 

（廃止決定に係る調査審議） 

６ 廃止決定に係る専門部会は設置せず、富山地方最低賃金審議会（本審）において調

査審議を行うものとする。 

 

 

 

 

（参 考） 

関  係  法  令 

 

最低賃金法第４条 

１ 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支

払わなければならない。 

２ 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との労働契約で最低賃金額に達しない賃金

を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった

部分は、最低賃金と同様の定をしたものと見なす。 

３ 次に掲げる賃金は、前２項に規定する賃金に算入しない。 

一 （略） 

二 （略） 

三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金 

 

最低賃金法第 25条 

１ 最低賃金審議会に、必要に応じ、一定の事業又は職業について専門の事項を調査審

議させるため、専門部会を置くことができる。 

２ 最低賃金審議会は、最低賃金の決定又はその改正の決定について調査審議を求めら

れたときは、専門部会を置かなければならない。 

 

最低賃金審議会令第６条 

５ 審議会は、あらかじめその議決するところにより、最低賃金専門部会の決議をもっ

て審議会の決議とすることができる。 
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資料№４ 公 開 

参 考 人 意 見 表 明 書 

(労働者側・使用者側） 

氏  名 組合・団体・事業所名 役 職 名 意 見 表 明 業 種 

    

１ あなたの事業所について記入してください。 

    （所属する事業所がないときは、業界又は地域について記入してください。） 

    ａ．記載団体・事業所名                                       

    ｂ．事業所の規模                人（パート含む） ｃ．企業の規模              人  （パート含む） 

（１） ① １ヶ月（本年６月分）の所定労働日数                            日 

    ② 平日の１日の所定労働時間                            時間       分 

（２） 賃金等の平均額（最低賃金の算定等に含めない精皆勤・家族・通勤・時間外等の手当及び賞与は除く。） 

        本年６月分の１人当たり賃金額                     円 （平均勤続年数        年） 

（３） 今春の定期昇給込みの賃金引き上げ（引き下げ）状況 

① 平均引き上げ（引き下げ）額                 円      

② 平均引き上げ（引き下げ）率                 ％ 

③ 実施月                         月から 

④ 引き上げ（引き下げ）額の最高額                   円(月額換算) 

⑤ 引き上げ（引き下げ）額の最低額                    円(月額換算) 

（４） 今春の新規学卒者の初任給 

① 大学卒                円 ② 高校卒                 円 ③ 中学卒          円 

（５） 労働協約、その他労使の取り決めた最低賃金 

                                ※ その金額等の内容を簡潔に記入してください 

イ．有  ⇒ 

ロ．無 

（６） 常用労働者（パート労働者を除く）の低賃金層の実態（該当項目に記入又は○印を付してください。） 

① 給与形態     （ イ．日  額                 円、   ロ．時間額               円 ） 

② その人の   ａ．性  別     （ イ．男、    ロ．女   ）   ｂ．年  齢            歳 

ｃ．技能習得中で（ イ．ある、  ロ．ない ）   ｄ．勤続年数          年 

ｅ．職  種     （                                    ） 

  

 

※  次ページも記入してください。 
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（７） パート労働者の雇用状況 

       ① パート労働者数                人（１のｂの内数）    

       ② 主な仕事の内容 

       ③ 賃金額は時間額の最高で１時間                円、    最低で１時間              円 

２  自社又は業界における経営の状況について、現状及び今後の見通し等を記入してください。 

 

 

３ 同業他社あるいは同地域における労働条件、賃金実態、その他消費者物価、家計収入などにつ

いて参考になることがあれば記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 最低賃金改正に関する要望、意見等があれば記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料№５ 公 開 

（案） 

特定最低賃金専門部会運営規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、特定最低賃金専門部会（以下「専門部会」という。）の議事運営に

関し、最低賃金法（昭和 34年法律第 137号）及び最低賃金審議会令（昭和 34年政令

第 163号）に定めるもののほか、必要な事項について定めるものである。 

 

（会議の招集） 

第２条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が必要と認めたときのほか、

富山労働局長又は３人以上の専門部会委員（以下「委員」という。）から開催の要請が

あったとき、部会長が招集する。 

２ 前項の規定により富山労働局長又は委員が会議の開催を要請しようとする場合には、

付議事項及び希望期日を少なくとも当該期日の１週間前までに部会長に通知しなけれ

ばならない。 

３ 部会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合のほか、少なく

とも３日前までに付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、富山労働局長

に通知するものとする。 

 

（委員の欠席） 

第３条 部会長が必要であると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音声の送受

信により、相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。

次項においても同じ）を利用する方法によって、会議に出席することができる。 

２ テレビ会議システムを利用する方法による会議の出席は、最低賃金審議会令第６条

第６項により準用する同令第５条第２項及び第３項に規定する会議への出席に含める

ものとする。 

３ 委員は、病気その他の事由により会議に出席できないときは、その旨を部会長に適

当な方法で通知速報しなければならないするものとする。 

２ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あらかじめ部会長に

適当な方法で通知しなければならないするものとする。 

 

（会議の議事運営） 

第４条 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２  委員は、会議において発言しようとするときには、部会長の許可を受けなければな

らない。 

３ 専門部会は、審議に際し必要と認める場合は、労働者、使用者その他関係者の意見

を聴取するものとする。 

 

（参考人の意見の聴取等） 



第５条 専門部会は、関係労働者、関係使用者その他の関係者の意見を聴こうとすると

きには、その議決によるものとし、かつその内容をあらかじめ各関係者に通知するも

のとする。 

２ 専門部会は、必要に応じて実地調査を行うことができるものとする。 

 

（会議の公開） 

第５条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保

護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害され

るおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわ

れるおそれがある場合には、部会長は、会議を非公開とすることができる。 

２ 部会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置

をとることができる。 

 

（議事録及び議事要旨） 

第６条 会議の議事については、議事録を公開するものとする。 

２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開する。ただし、公開することにより、個

人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当

に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不

当に損なわれるおそれがある場合には、部会長は、議事録及び会議の資料の一部又は

全部を非公開とすることができる。 

３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

 

（報 告） 

第７６条 部会長は、専門部会が議決を行ったときは、富山地方最低賃金審議会に報告

するものとする。 

 

（専門部会の廃止） 

第８条 専門部会は、富山県最低賃金についての審議会の意見に関する異議の申し出期

間が満了したときをもって、これを廃止する。 

 

（その他） 

第９７条  この規程に定めるもののほか、議事及び運営に関し必要な事項は、専門部会

の議決に基づいて定める行う。 

 

（規程の改廃） 

第 10８条 この規程の改廃は、専門部会の議決に基づいて行うものとする。 

 

（付則） 

第１条 この規程は、令和４年〇月〇〇日から施行する。 


